
 

小田鐵網株式会社 一般事業主行動計画（女性活躍推進法） 

 

 

女性が活躍できる雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  ２０２５年 ４月 １日～ ２０２８年 ３月３１日までの ３年間 

 

２．内容 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● ２０２５年 ４月～ 運用ルールの検討 

 

● ２０２６年 ４月～ 運用ルールの決定、導入に向けた準備 

 

● ２０２７年 ４月～ 制度導入 

 

 

 

 ２０２５年３月 1８日     

小田鐵網株式会社  

目標：短時間勤務制度等、柔軟な働き方を実現するため、制度を策定し、 

   制度利用者を 1名実現する。 

 


